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１．法人の理念 

（１）利用者一人ひとりの人格・人権を尊重し、自

立支援を旨として社会福祉の増進に進めま

す。 

（２）利用者本位の立場に立ち、常に笑顔でサー

ビス提供し、顧客満足を追求します。 

（３）「福祉の情報発信源」「地域交流の場」とし

て地域福祉の拠点となり、社会貢献に尽く

します。 

 

２．法人の基本方針 

（１）積極的な情報公開を行い、透明性のある運

営を行います。 

（２）法令遵守に徹し、個人情報保護に努めます。 

（３）職員は常に目標・ビジョンを持ち、継続的に 

業務改善に真摯に取り組み、自己改革・自己

実現を目指します。 

 

３．位置づけと目的 

訪問介護事業は、介護保険法第８条に定め

る居宅サービスを提供する事業の一つで

あり、同法第８条第２項に基づくと、要介

護者であって、居宅において介護を受ける

ものについて、その者の居宅において介護

福祉士その他政令で定める者（ホームヘル

パー１～２級）により行われる入浴、排せ

つ、食事等の介護その他の日常生活上の援

助を目的とします。 

 

４．基本方針 

（１）訪問介護事業は、要介護状態等となった場

合においても、その利用者が可能な限りそ

の居宅において、その有する能力に応じ自

立した日常生活を営むことができるよう、

入浴、排せつ、食事の介護の他、日常生活

全般にわたる援助を行います。 

（２）事業に当たっては、利用者の所在する大阪

市、居宅介護支援事業者、他の居宅サービ

ス事業者、保健医療サービス及び福祉サー

ビスを提供する者との連携に努めます。 

（３）当施設は、厚労省令第３７号「指定居宅サー   

ビス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準」に定める内容を遵守し、それに基づい

た運営規程に従った運営を行います。 

（３）平成 30年度の介護報酬の改定で訪問介護生

活援助中心型では「厚生労働大臣が定める回

数」以上の回数を位置づけるにはその必要性

をケアプランに記載されるように義務づけら

れ、地域ケア会議などで他職種でその必要性

が検討され必要に応じてケアマネに是正を促

すこととなったことから、生活援助の利用控

え傾向が見受けられるが必要に応じて積極的

な援助を行っていく。  

 

５．利用対象及び重要事項 

（１）利用対象者： 

  第１号被保険者（65歳以上の要介護の認定

を受けている人）。  

  第２号被保険者（40 歳から 64 歳迄の医療

保険加入者。初老期認知症、脳血管障害な

ど特定の疾病による老化が原因で、要介護

の認定を受けている人。） 

（２）事業実施地域：大阪市港区、大正区、西区、

住之江区 

（３）営業日：月～日曜日。 

（４）サービス提供時間：２４時間。 

（５）サービス利用料：要介護度に応じたサービ

ス利用料金から介護保険給付額を除いた額 

平均自己負担額：１時間２６２円～４５２ 

円     

（６）サービスの内容： 

身体介護…入浴、身体の清拭・洗髪、排

泄、食事、衣類着脱、体位変

換、通院等の介助 

生活援助…調理、洗濯、掃除、整理整頓、買  

い物等 

  

＜介護予防訪問介護＞ 

６．位置づけと目的 

介護予防訪問介護事業は、介護保険法第８条に
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定める居宅サービスを提供する事業の一つであ  

り、同法第８条第２項に基づくと、要支援

者であって、居宅において支援を受けるも

のについて、その者の居宅において、その

介護予防（身体上または精神上の障害があ

るために入浴、排せつ、食事等の日常生活

における基本的な動作の全部若しくは一

部について常時介護を要し、又は日常生活

を営むのに支障がある状態の軽減又は悪

化の防止をいう。）を目的として介護福祉

士その他政令で定める者により厚生労働

省令で定める期間にわたり行われる入浴、

排せつ、食事等の介護その他の日常生活上

の支援を目的とします。 

また、平成２９年４月から始まっている

「介護予防・日常生活支援総合事業」の理

念に基づき要介護状態へ陥ることを予防

するために、その方の状態に見合った多様

性のあるサービス提供に努めます。 

 

７．基本方針 

（１）介護予防訪問介護事業は、要支援状態とな

った場合においても、その利用者が可能な

限りその居宅において、その有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができる

よう、入浴、排泄、食事の介護の他、日常生

活全般にわたる支援を行います。 

（２）事業に当たっては、利用者の所在する大阪

市、居宅介護支援事業者、地域包括支援セ

ンター、他の居宅サービス事業者、保健医

療サービス及び福祉サービスを提供する者

との連携に努めます。 

（３）当施設は、厚労省令第３７号「指定居宅サー    

ビス等の事業の人員、設備及び運営に関す

基準」に定める内容を遵守し、それに基づ

いた運営規程に従った運営を行います。  

 

８．利用対象及び重要事項 

（１）利用対象者： 

  第１号被保険者（65 歳以上の要支援の認定

を受けている人）。  

  第２号被保険者（40 歳から 64 歳迄の医療

保険加入者。初老期認知症、脳血管障害な

ど特定の疾病による老化が原因で、要支援

の認定を受けている人。） 

（２）事業実施地域：大阪市港区（実情）、西区、

大正区、住之江区（届出区域） 

（３）営業日：月～日曜日。 

（４）サービス提供時間：２４時間。 

（５）サービス利用料：要介護度に応じたサービ

ス利用料金から介護保険給付額を除いた額 

＜月額＞ 

      ①週１回程度利用  １万 3,610円（利

用者負担 1,361円）  

      ②週２回程度利用  ２万 7,210円（利

用者負担 2,721円） 

③週３回程度利用  ４万 3,167 円（利

用者負担 4,317円） 

（６）サービスの内容： 

身体介護…入浴、身体の清拭・洗髪、排泄、食事、              

体位変換、衣類着雑、通院等の介助 

生活援助…調理、洗濯、掃除、整理整頓、買い物等 

 

＜共通事項＞ 

 

９．契約書、重要事項説明書、サービス利用

票及び苦情解決システム 

利用に際しては、法人と個人の契約が基本

となります。サービスに関わる重要事項説

明書を利用者及び家族に対して十分に説

明し、契約を結びます。 

基本的には居宅支援事業者が作成した居

宅サービス計画のサービス利用票に基づ

き、利用者又はその家族に対し十分な説明

と同意を得る中で、訪問介護計画を作成し

サービスを提供します。 

また、利用者からの、サービスその他に関

わる苦情に関しては、窓口（お客様サービ

ス係）を設けて、監督官庁の下、迅速かつ

適切に解決していきます。 

 

１０．地域社会との関わり 

   高齢化社会の現在、地域住民の皆様のニー

ズに応えられるべき事業者として、事業所

としての 機能の効率化を図り、地域に

密着した運営を行っていきます。地域ケア

会議にも積極的にかかわって行きます。 

 

１１．個人情報保護 

   個人情報の取り扱いについては当法人で

定める個人情報保護に関する方針（プライ

バシーポリシー）に基づき関係法令を遵守

します。利用に際し個人情報の種類、利用

目的、利用法、提供法等を明確にし契約時

に十分に説明と同意を得ることで個人情

報保護への積極的な取り組みを実行し、人

権意識の向上を図っていきます。 
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１２．高齢者虐待防止 

 高齢者に対する虐待は家庭や施設等で身近

な問題として存在します。誰もが直面し得る人

権 問題として据えるとともに、特に介護に携

わる専門職は、高齢者の尊厳を支える利用者本

位のよりよいケアの実現を目指すことが求めら

れており、この問題を十分認識し、高齢者虐待

の防止に積極的に取り組んでいきます。 

  

＜重点目標＞ 

（１）職員に対する虐待を防止するための研

修の実施。 

（２）利用者及びその家族からの虐待などに

関する苦情処理体制の整備 

（３）その他虐待防止のために必要な措置 

（４）サービス提供中に虐待を受けたと思わ

れる利用者を発見した場合は、速やか

に市町村に通報するものとする。 

 

1３．訪問介護員の資質向上 

 利用者に対し、介助・援助等のサービスを提供

するためには、人格、知識、技能等専門的な  

能力が必要になります。その為には内外研修等に

積極的に取り組み、スキルを高めサービスの質の

向上に取り組んでいきます。 

 

1４．介護サービス情報公開 

 介護保険制度の基本理念である「利用者本位」、

「高齢者の自立支援」、「利用者による選択」を現

実のサービス利用において保障するための「介護

サービス情報の公表」に積極的に取り組んでいく

とともに、自己評価を行うことでサービス内容の

点検し、より良いサービスの提供に努めていきま

す。 

1５．職員会議 

 職員会議は職員全体を対象に開催され具体的

な事業運営、利用者へのサービス向上、事  

故、苦情等の討議を行い諸事について判断と決定

を行う重要な会議であり、その意味合いでは 協

議決定機関としての機能を果たしています。又、

職員が相互に意見を出し合い連絡調整を 図っ

ていきます。更に事業所の在り方、社会福祉の現

状や情報を提供することで事業運営の適 正化

を促進していく場としても位置づけていきます。 

 

 職員研修 平成３1年度予定 

  質の高いサービス提供を行うには職員の質の

高さは必然である。そのため定期的な研修や介護

を通じて教育を行き届くようにし、質の高さを担

保したい。 

     月  研修内容  

４月  ヘルパーの心構え、法令遵守につ

いて 、総合事業について 

５月  認知症の方とのコミュニケーショ

ンの取り方について 

６月  高齢者虐待防止について 

７月  食中毒とその予防及夏季の疾病に

ついて 

８月  ヘルパー業務について                     

９月  介護のリスクマネジメントについ  

    て 

１０月 人格を重んじた接遇について                          

１１月 介護技術について①                                  

１２月 介護技術について②                       

１月  感染症について                           

２月  人権研修・個人情報の取り扱いに  

ついて                              

３月  緊急時の対応について                       

 

1６．数値目標 

（１）前年度の反省としてはサービス担当責任者

（以下サ責）が年度途中で退職し、運営基

準に２名と定められている人員配置基準を

３ヶ月間満たすことができず、非常に不安

定な運営に終始してしまった事があげられ

る。大阪市は従来まで人員不足の場合はや

や静観する姿勢を示していたが、最近では

理由の如何によらず配置基準を下回る事業

所には事業の休業、或いは廃止をほのめか

す厳しい姿勢を取り始めている。そのよう

なことを鑑み、少なくとも今年度はサ責２

名の人員配置基準を通年に亘って履行し

（当然であるが）安定した地域ニーズに応

えることのできる事業所運営を心掛けた

い。＜サービス提供責任者２名＞ 

 

（２）職員の質の向上を目指すべく職員研修を定

期的に実施する。１ヶ月に１回見当で実施

すると１２回実施できる。前年度は①のよ

うな理由から満足に開催できない月も有

り、今年度はそれを取り戻したい。＜研修

１２回＞ 

 

（３）現在登録ヘルパーは１８名。平均年齢６４

歳である。ヘルパー一人あたりの負担は個
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人差があり月８０時間入る者もいれば、一

桁の者もいる。平均すれば３５時間前後に

なる。この個人格差を是正するために少な

い者の時間を増やしたり、また新しい労働

力を取り入れたりしていきニーズに応える

ことのできる体制を整えていきたい。＜登

録ヘルパー２０名＞ 


